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回 覧

・秋季 市民総社会参加活動

11月19日（土）

綾木地区の人口・世帯数

令和4.８.3１現在

●人口 77５ 人（前月増減▲１）

男性 35４ 人（±０）

女性 42１ 人（▲１）

●世帯 36７ 世帯（＋２）

・市県民税 3期

・国民健康保険税 4期

・後期高齢者医療保険料 4期

・介護保険料 4期

納期限：10月31日（月）

１０月の税金

今後の日程

【QRコード】➡

カラーで閲覧できます

綾木竹細工教室の総会が開催されました

綾木竹細工教室は、竹細工を通じた「役に立つ生涯学習、伝統文化の継

承」を念頭に置き、公民館に隣接の「ふるさと体験工房」で活動しています。

8月26日（金）には総会が開催され、昨年度の活動報告及び今年度の活動

計画について協議が行われました。

今年度は、10月から活動を開始する予定となっています。

市民総社会参加活動は、誰もが快適に暮らせるまちづくりに向けた事業の

一環として快適なまちづくりを進めるため、また、青少年が積極的に社会参

加し、地域社会の一員としての自覚を高めるために行われています。

秋季の市民総社会参加活動については次のとおり実施されますので、活動

を予定されている地区におかれましては、よろしくお願いします。

【実 施 日】11月19日（土）

【活動内容】花苗の植え付け 等

【花苗配布】綾木公民館にて配布 配布日時:11月18日（金）15時～

【そ の 他】 新たに花苗の配布を希望される地区は、花苗数の調整を行いま

すので、10月14日（金）までに綾木公民館へご連絡ください。

秋季市民総社会活動の実施について
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8月24日（水）市のデジタル推進課が主催する「スマホ教室」が公民館

で行われました。

この教室は、スマートフォンの操作に不慣れな人を対象としたもので、

講師からスマートフォンの基本操作やマイナンバーカードの申請について

説明が行われました。

参加者からは「スマホの使い方について手取り足取り教えてもらうこと

ができた」、「マイナンバーカードの申請ができたので参加して良かっ

た」といった感想が聞かれました。

公民館敷地内の環境美化作業を行いました

8月21日（日）公民館敷地内の環境美化作業を行いました。

今回も綾木会と綾木地区グラウンドゴルフ会の皆様に御協力をいただき

ました。

真夏の日中ということもあり、大変暑い中での作業となりましたが、皆

様の御協力により伸びていた草を綺麗に刈ることができました。

作業に参加された皆様、お疲れ様でした。

スマホ教室が行われました


